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民生委員は厚生労働大臣から委嘱され、地域の身近な相談相手として、福祉に関するさまざまな相談に応じてい
ます。また、児童福祉法に基づく児童委員を兼ねており、一部の児童委員は児童や子育てに関する問題を専門的に
担当する主任児童委員に指名されています。
民生・児童委員、主任児童委員は相談内容などについて秘密を守ることが義務付けられていますので安心してご
相談ください。
委員の連絡先については、福祉保健部地域福祉課地域福祉推進係（☎3546-5393）までお問い合わせください。

民生・児童委員、主任児童委員

【民生・児童委員、主任児童委員とは】

ひとりで悩まないでひとりで悩まないで

ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で


